
令 和 ２ 年 度 青 梅 市 予 算 執 行 方 針  

 

令 和 ２ 年 度 予 算 に つ い て は 、「 訪 れ た い 、 暮 ら し た い 、 住 み 続 け た い 」 と

思 え る 活 力 あ る「 青 梅 」 の 実 現 に 勇 往 邁 進 す る 予 算 と し 、「 １ ． 総 合 長 期 計

画 等 の 推 進 」、「 ２ ． 重 点 事 業 へ の 取 組 」、「 ３ ． 持 続 可 能 な 財 政 運 営 の 確 立 」

の ３ つ の 基 本 方 針 の も と に 編 成 を 行 い 、 財 政 規 模 は 前 年 度 比 ９ 億 円 の 増 と

な る 、 ５ １ ３ 億 円 と な っ た 。  

市 の 直 面 す る 諸 課 題 へ の 対 応 に 万 全 を 期 し た 一 方 、 基 幹 財 源 で あ る 市 税

は 平 成 ３ 年 度 以 来 の 低 い 水 準 で あ る １ ９ ６ 億 円 を 見 込 む こ と と し た 。特 に 、

市 の 歳 入 に 大 き な 影 響 を 与 え る 法 人 市 民 税 は 、 回 復 が 期 待 で き る 状 況 に な

く 、 極 め て 不 安 定 な 財 政 構 造 と 言 わ ざ る を 得 な い 。  

こ の よ う な 状 況 を 踏 ま え 、 令 和 ２ 年 度 予 算 の 執 行 に 当 た っ て は 、 こ の 現

実 を 十 分 に 認 識 し 、 職 員 一 人 一 人 が 更 な る コ ス ト 意 識 を も っ て 、 最 大 限 の

経 費 節 減 と 自 身 の 働 き 方 改 革 推 進 に 努 め る こ と 。  

ま た 、 常 に 国 や 都 の 政 策 動 向 の 把 握 に 努 め 、 執 行 段 階 に お い て も 遺 漏 な

く 財 源 を 模 索 し 、 そ の 獲 得 に 全 力 を 挙 げ る こ と 。  

な お 、 詳 細 に つ い て は 、 下 記 事 項 に よ る 。  

 

記  

１  一 般 事 項    

( 1)  「 青 梅 市 予 算 事 務 規 則 」、「 青 梅 市 会 計 事 務 規 則 」、「 青 梅 市 契 約 事 務

規 則 」 等 関 係 規 程 を 遵 守 し 、 適 正 な 予 算 執 行 に 努 め る こ と 。  

( 2)  投 資 的 事 業 に つ い て は 、 起 工 段 階 に お い て 、 コ ス ト の 更 な る 縮 減 を

図 る こ と 。 ま た 、 景 気 対 策 、 地 域 経 済 活 性 化 の 観 点 か ら も 、 起 工 お よ

び 発 注 に つ い て は 、 で き る 限 り 早 期 に 行 う こ と 。  

ま た 、 事 故 繰 越 し は 、 避 け が た い 事 故 （ 災 害 ） の た め 年 度 内 に 支 出

が 終 わ ら な か っ た も の の み が 対 象 で あ る こ と を 、 十 分 留 意 す る こ と 。 

( 3)  令 和 元 年 度 か ら 令 和 ２ 年 度 へ の 繰 越 明 許 に つ い て は 、 的 確 な 執 行 お

よ び 早 期 完 了 に 努 め る こ と 。  

( 4)  予 算 決 算 委 員 会 や 、 監 査 委 員 に よ る 指 摘 事 項 （ 決 算 審 査 、 定 期 監 査

お よ び 財 政 援 助 団 体 等 監 査 ） な ど の 趣 旨 を 踏 ま え 、 市 民 に 対 す る 説 明

責 任 を 果 た せ る よ う 、 適 正 な 執 行 に 努 め る こ と 。  



( 5)  予 算 執 行 時 に お い て 、 事 業 内 容 の 変 更 や 新 た な 予 算 措 置 が 必 要 と な

っ た 場 合 や 、 工 事 の 遅 れ な ど で 事 業 の 年 度 内 完 了 が 見 込 め な い 事 態 が

発 生 し た 時 は 、 必 ず 事 前 に 財 政 課 長 へ 協 議 す る こ と 。  

( 6)  新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 感 染 拡 大 に 伴 う 国 や 都 の 措 置 等 に つ い て は 、

常 に 情 報 収 集 に 努 め 、 市 税 等 の 歳 入 予 算 や 歳 出 予 算 へ の 影 響 を 早 期 に

把 握 し 、 必 要 に 応 じ て 財 政 課 長 へ 協 議 す る こ と 。  

 

２  歳 入 に 関 す る 事 項  

( 1)  市 税 に つ い て は 、 課 税 客 体 の 的 確 な 把 握 に 努 め 、 異 動 処 理 等 に お け  

る 調 定 の 早 期 化 を 図 る こ と 。  

( 2)  市 税 お よ び 国 民 健 康 保 険 税 等 の 徴 収 に つ い て は 、 現 年 課 税 分 の 納 期

内 納 入 と と も に 、 東 京 都 と の 連 携 や 、 全 庁 的 な 取 組 に よ り 収 納 率 の 向

上 に 努 め る こ と 。  

  ま た 、 滞 納 整 理 に よ る 執 行 停 止 お よ び 不 納 欠 損 等 に つ い て は 、 適 正

か つ 迅 速 に 対 応 す る と と も に 、 納 期 限 の 通 知 、 督 促 状 の 発 行 等 の 事 務

処 理 に つ い て も 関 係 法 令 を 遵 守 し 適 正 に 行 う こ と 。  

( 3)  各 種 負 担 金 ・ 使 用 料 等 に つ い て は 、 納 期 内 納 入 に 努 め 、 未 収 金 が 発

生 し て い る も の に つ い て は 、 収 納 の 取 組 を 一 層 強 化 し 、 収 納 率 の 向 上

に 努 め る こ と 。  

 ( 4)  従 来 か ら 市 単 独 で 実 施 し て い る 事 業 で あ っ て も 、 前 年 踏 襲 で は な く 、

他 団 体 に お け る 財 源 確 保 の 取 り 組 み 状 況 な ど 情 報 収 集 に 努 め 、 現 時 点

で 歳 入 予 算 に 計 上 の な い も の も 、 可 能 な 限 り 財 源 の 確 保 に 努 め る こ と 。 

( 5)  令 和 ２ 年 度 か ら 「 会 計 年 度 任 用 職 員 」 制 度 に 移 行 し 、 当 該 職 員 に か

か る 「 賞 与 」、「 社 会 保 険 料 」 お よ び 「 健 康 診 断 委 託 料 」 は 、 職 員 課 予

算 に よ る 一 括 計 上 と な っ た こ と か ら 、 補 助 金 等 の 交 付 申 請 の 際 に 、 対

象 経 費 に 該 当 す る 場 合 は 遺 漏 す る こ と な く 計 上 す る こ と 。  

 

３  歳 出 に 関 す る 事 項  

( 1)  国 や 都 の 施 策 見 直 し 等 に よ り 、 補 助 金 な ど の 特 定 財 源 が 当 初 見 込 み

よ り も 減 額 さ れ る 見 通 し と な っ た 場 合 に は 、 原 則 と し て 当 該 事 業 は 、

縮 減 あ る い は 執 行 停 止 と す る 。  

 ( 2)  補 助 金 等 の 交 付 に 当 た っ て は 、 使 途 の 明 確 化 な ど 透 明 性 の 確 保 を 図



る こ と 。 ま た 、 交 付 団 体 等 に 繰 越 金 が あ る も の に つ い て は 、 特 に 留 意

す る と と も に 、 対 象 事 業 が 最 も 効 果 的 、 効 率 的 に 実 施 さ れ る よ う 対 応

す る こ と 。  

交 付 申 請 書 、 実 績 報 告 書 に つ い て は 、 遅 滞 な く 提 出 さ れ る よ う 指 導

を 徹 底 す る こ と 。 ま た 、 報 告 に か か る 会 計 経 理 、 使 途 、 効 果 等 に つ い

て 、 必 要 と な る 書 類 の 提 出 を 求 め 、 ヒ ア リ ン グ 、 現 地 調 査 な ど 、 適 正

な 審 査 を 実 施 し 、 検 証 す る こ と 。  

( 3)  事 務 の 効 率 化 や 見 直 し な ど に 常 に 留 意 し 、 創 意 工 夫 に よ り 経 費 の 削

減 等 が 見 込 め る も の に つ い て は 、 年 度 途 中 で あ っ て も 積 極 的 に 取 り 組

む こ と 。  

( 4)  予 算 の 執 行 残 額 は 、 原 則 と し て 減 額 補 正 を 行 う こ と と し 、 入 札 に よ

り 生 じ た 契 約 差 金 の 更 正 は 行 わ な い 。  

( 5)  支 出 負 担 行 為 等 の 手 続 は 、 別 添 「 支 出 負 担 行 為 等 手 続 の 注 意 事 項 」

を 遵 守 し 、 適 正 な 伝 票 処 理 に 努 め る こ と 。  

以  上  

  


